
■はじめに・・申請は必要ですか︖
原則申請は不要です。

注）申請が必要な方は裏面「６」をご覧ください。また、希望しない場合や支給口座を変更す
る場合のみ通知に記載の期日までに届出書を返送するか、裏面記載の窓口まで持参ください。

対象児童１人につき２万円を１回限りで支給します︕

２．だれがもらえるの︖【支給対象者】
上記（１）の児童手当受給者、または上記（２）の保護者のうち生計を維持す

る程度の高い者

４．いつもらえるの︖【支給時期】
苅田町では３月から順次支給を開始します。以降、入金の確認ができなかっ

た場合は裏面記載の窓口までお問い合わせください。
注）裏面「6」の方については申請が必要なため、支給時期が異なります。

３．いくらもらえるの︖ 【支給額】
対象児童１人につき２万円（１回限り）です。

裏面に続きます。必ずご確認ください︕

１．うちの子は、対象になるの︖【対象児童】
次に記載する児童が対象になります。

（１）令和７年９月分（※）の児童手当の支給対象児童（※令和７年9月に出生した
児童については10月分）

（２）令和７年10月１日から令和８年３月31日までに出生した児童

苅田町

①手当のご案内を送付します。

➂児童手当受給口座等へ振り込みます。

注）裏面の「６」の方は申請書を提出ください。

子育て
世帯

申請が必要な方

➁希望しない場合や支給口座を変更する場合のみ、
ご案内に同封の届出書を返送してください。


